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憲
法
第
九
十
九
条
は
「
天
皇
又
は
摂
政
及
び
国
務
大
臣
、
国
会
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員
は
、
こ
の
憲

法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
。
」
と
定
め
て
い
る
が
、
他
方
、
憲
法
は
第
九
十
六
条
を
も
つ
て
憲
法
改
正
の

手
続
を
定
め
て
い
る
の
で
、
憲
法
第
九
十
九
条
と
憲
法
改
正
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
次
の
二
点
に
つ

い
て
政
府
の
法
律
的
見
解
を
求
め
た
い
。 

一 

憲
法
第
九
十
九
条
の
趣
旨
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。 

二 

国
務
大
臣
又
は
国
会
議
員
が
憲
法
第
九
十
六
条
に
定
め
る
手
続
に
よ
る
憲
法
改
正
に
つ
い
て
検
討
し
、
あ
る

い
は
主
張
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
立
場
で
し
て
も
、
国
務
大
臣
又
は
国
会
議
員
の
立
場
で
し
て
も
、
憲
法
第
九

十
九
条
に
定
め
る
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
に
違
反
し
な
い
と
考
え
る
が
ど
う
か
。 

右
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憲
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関
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